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[北海道農業経済研究第 13巻第1号 2006.11) 

2004年度秋季大会シンポジウム

地域・農業経営における「安全・安JL.¥J担保対策の展開と課題

I.問題意識と諜題

本稿の課題は、地域及び農業経営において農畜

産物の「安全・安心」を担保するための取り組み

の現状と、その課題について整理することであ

る。

近年のフードシステムに対する信頼を揺るがす

食品事故発覚以降、個別経営や関連団体によっ

て、いわゆる食の「安全・安心Jを確保するため

として様々な取り組みがなされている。たとえ

ばJA北農中央会、北海道および北海道農協中央

会が中心となって、平成 12年からクリーン農業

の取り組みをはじめている。これは化学肥料及び

農薬の散布量を慣行農法から一定程度削減して生

産された農産物に対して、北海道クリーン農業推

進協議会および市町村クリーン農業推進協議会か

ら承認をうけ、 fYes!CleanJラベノレを付し、消費

者などに f安心感」を訴求しようとするものであ

る。

しかし本稿はこれら、農畜産物の「安全・安

心」という製品特性を消費者に対して訴求する取

り組みそのものを正面から取り上げるものではな

い。むしろ、いわば消費者・市場対応の前提とな

る生産商での取り組みに注目する。食品スキャン

ダノレの発生は農業経営に対してさまざまに作用す
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るが、これへの経営対応として、リスクマネジメ

ント的な考え方から食の「安全・安心Jを担保し

ようとしている取り組みをとりあげる。明示的に

リスクマネジメント的な考えにもとづくものでは

なくとも、事故(ベリノレ)の発生確率を下げ、ま

た万一発生した場合でもその影響をできるだけ低

下させるための取り組みに注目する。

具体的に本稿で注目する取り組みは以下の 2点

であるのである。

第一に、「安全・安心」を担保する方策として

農畜産物の生産過程管理の強化がある。農畜産物

の生産履歴記帳は、フードシステムにおける川|

中・川下の経済主体に対して、生産過程に関わる

情報開示を保証するものであり、安全で安心でき

る農畜産物の必要条件であるといえる。さらに生

産履歴をシステム的にとりあっかう HACCP的手法

を農畜産物の生産過程に導入する取り組みもみら

れる。そこで本稿では生産履歴を生産過程管理強

化の主要として導入している事例について検討す

る。

第二は、衛生管理水準の向上に関する取り組み

である。農畜産業の多くは、人聞が直接摂取する

食料を生産するものであり、その生産は衛生管理

上定められた手順を道守する必要がある。食品衛

生管理の分野ではSSOP(衛生標準作業手順)と

して一般化しているが、農業分野でも GAP(適正
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農業規範)として危害対策・管理方法を整理する

手法が注目されている。これはHACCP導入の事前

要求事項である一般衛生管理の一つであるロ本稿

では、一般衛生管理という側面から酪農における

z 衛生管理水準について分析・考察する。

構成としては、 11.において生産履歴の記帳を

取り上げる。 JAを中心に取り組まれている生産

履歴記帳運動と、肉牛牧場における家畜飼養管理

の高度化に役立たせている事例に注目する。

国ーでは生産段階における HACCP的手法導入の

取り組みを検討するロ農畜産業における生産過程

の多くは開放系である。このため厳密な意味で

HACCP手法を導入することは困難であり、記帳を

中心として生産過程管理の考え方の導入にとどま

らざるを得ない。これが農業生産において定着す

るための条件について考察する。

百およびV.では酪農を対象とする。このう

ちN.では、生乳の乳質改善に寄与すると考えら

れる乳質乳価制度について、そのメカニズムと意

義を考察する。またV.では、十勝地域を対象と

して乳検データを元に、乳質改善の取り組みを経

営行動の側面から分析する。

最後にVJ では以上をふまえ、地域と農

業経営における「安全・安心」担保対策の

課題について考察する。
コメ

査類

区

クレンが平成 14年に rw農産物生産履歴記帳運

動』実施要領(案)Jを策定し、全農畜産物のト

レーサピリティシステム構築、生産資材の合理的

かつ適正な使用などを推進することを確認した。

これをうけて 15年から全道的な生産履歴記帳の

取り組みが始まったロ取り組みの主体は各単協で

あり、記帳様式などは各単協それぞれが独自に定

めるものとした。

平成 16年に JA北農中央会とホクレンは取組状

況の調査を実施した(同年4、6月、調査票の回

収率は 92%)。十勝地域ではこの調査と平行して

独自に取組状況の調査が行われており、これをあ

わせた回収率は 94%であった。表 lには作物畜

種別に記帳率を示したが、農産物の記帳率が平均

して 90%前後、畜産物のそれが 50-60%であっ

議与注1)

~。
また、畜産物について、栽培協定(飼養協定)

締結の有無、記帳様式統一の有無を見ると、十勝

以外の数値と十勝を含む数値では後者が2倍前後

の高い値であることがわかる。これは十勝の記帳

運動の取り組み方による。先に述べたように記帳

運動の取り組みは基本的に各農協に任されてい

表1 作物畜種別記帳率

分 対象戸数記帳串生産基準栽培協定記帳様式

15，474 92.3 90.4 100.0 98.8 

14，175 82.3 72.6 96.8 ー97.4

馬鈴薯(企用・加工) 5，274 80.4 71. 7 95.7 96.9 

II.生産履歴の記帳とその内部化馬鈴薯(癒原) 1，706 60.0 66.7 100.0 99.1 

の課題
甜菜 6，753 72.3 66.0 95.7 95.3 

豆類(大豆) 5，538 88.9 77.8 97.8 95.3 

豆類(小豆) 5，963 75.6 71. 1 93.3 94. 7 

わが国における初の BSE発覚をはじめと
豆類(菜豆) 1，378 88.3 88.2 100.0 99. 7 

タマネギ 2，108 89.3 85.7 100.0 94. 7 

する食品スキャンダノレによって消費者の食 野菜(延べ) 8，143 87.5 74.6 98.4 92.2 

に対する信頼が揺らぎ始めている。これを 果樹
335 72.7 63.6 90.9 79. 7 

乳牛 3， 113 52.0 13.8 12. 1 45.8 

再び確かなものにするために様々な取り組肉牛 1，099 58.0 20.5 18.2 45.5 

みが生産者団体を中心として実施されてい 向豚 124 53.2 10.0 6.7 36.7 

る。
乳牛(十勝吉む) 34.9 61. 9 

肉牛(十勝吉む) 43.5 62.3 

その一方策が農畜産物の生産履歴記帳運向豚什勝吉む} 43.6 32.7 

動である。北海道ではJA北農中央会とホ 資料)]A北梅道中央会資料
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作物畜種別の記帳点検実施と取り扱い 前後である。表2

区分 記帳点検 点検主体 データ活用 アンケートには、以上に示した取組につ

32.9 いての各単協の意見がとりまとめられて

31. 8 いる。主なものを示すと、1)記帳方式が

32. B 煩雑で記帳にかかる時聞が無視し得ない。
34.8 

コメ

畳類

馬鈴薯(食用・加工)

馬鈴薯(癒原)

甜菜

豆類(大豆)

豆類(小豆)

豆類(某豆)

タマネギ

野菜(延べ)

果樹

乳牛

肉牛

肉豚

乳牛(十勝吉む)

肉牛(十勝吉む}

肉豚(十勝吉む)

実強 JA 部会 その他

98.1 86.0 12.3 1.8 

93.5 83.3 13.6 3.0 

97.8 85.7 12.2 2.0 

93.3 77.8 16.7 5.6 

91.5 83.3 14.6 2.1 

9丘5 88.9 8.9 2.2 

90.9 86.7 11.1 2.2 

100.0 89.5 5.3 5.3 

96.4 89.7 6.9 3.4 

96.9 87.0 10.1 2.9 

90.0 90.0 10.0 0.0 

46.2 89.3 7.1 3.6 

46.2 86.4 9.1 4.5 

31.0 81.8 0.0 18.2 

59.7 90.4 7.7 1.9 

56.3 81.4 16.3 2.3 

44.4 78.9 10.5 10.5 

資料)JA北海道中央会資料

た。このため単協の取り組み姿勢の濃淡によって

記帳率、記帳様式の統一の有無などに差がでてく

る。

これに対して十勝地域では、管内単協が記帳運

動推進にあたって意見の交換を行い、協力して道

内の優良事例の手法を導入しようとした。その結

果いくつかの例を参考として管内農協が統一的な

手法にもとづき記帳運動を推進した。管内全農協

が道内の優良事例の手法に学ぶことになり、結果

として全道的な水準よりも高い成果を残すことに

なったのである。

表2は、生産履歴の活用に関する調査項目をま

とめたものである。第三者による記帳内容の確認

について、畜産以外では 10側近い値を示してお

り点検主体のほとんどは農協職員である。この{也

は作物別部会が 10国強である。これに対して記帳

内容の活用程度を示した「データ活用Jに着目す

ると、各作目で活用しているとした回答はおよそ

30覧強である。北農中央会資料によるとその具体

的内容は、営農指導への活用が羽田前後、出荷規

制の判定が 10~2側、情報開示としたものが 40国

16 

35.4 2)特に高齢農家への普及をいかに図る

34.8 か。 3)生産履歴は同一作物でも作期ごと
32.8 

30.8 に作成しなければならず、大規模野菜作農

担 l 家の作業量は膨大になる。農協では生産履
33.7 
担 9 歴を添付しなければ荷を受け入れないが、

33.3 これを求めない産地業者に荷を出荷する場
30.4 

合がある。 4)単協職員の生産履歴記帳確
30.0 

18.3 認にかかわる追加的作業の増加。 5)既存

17. 1 の食の「安全・安心Jを確保する制度との
23.1 

重複(例えばホクレン、北海道米販売拡大

委員会が取り組んでいる「北海道米安心ネ

ット」など)。

生産履歴の記帳は記入項目の多さからその煩雑

さが指摘されている作業であるが、農業者および

それを確認する農協担当者の時間的労力的費帰が

大きいにもかかわらず、それが収益性向上など直

接的な経営改善に結びつきにくい。農業者にとっ

ては取り組みのためのそチベーション維持が困難

であるのが現状であろう。

この点からすると普及を進めるためにはまず煩

雑さを改善させること、第二には記帳することに

何らかのメリットを見いだすことが重要であろ

う。前者については記帳様式の見直しが考えられ

る。後者については、1)生産履歴が明らかな農

畜産物とそうではないものを、小売居の庖頭等で

区別することが困難であること、 2)生産履歴記

帳のために要した物的労力的コストを小売価格の

引き上げによって消費者に転嫁することは現状で

は困難であること、以上のことから、生産履歴記

帳によって何らかの価格プレミアムを得ることは

困難であると考えられる。

生産者が得るメリットのひとつとして生産履歴

「
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を保持することによる農畜産物生産管理の高度化

が考えられる。

JA北農中央会とホクレンによる fW農産物生産

履歴記帳運動』実施要領(案)Jにおける推進主

す 体はあくまでも各単協とされ、記入表の様式も各

単協が独自に用意するものとされている。しかし

より円滑な推進のために、おもに北農中央会が記

入表の様式例を提示している。たとえば肉牛の治

療歴については、治療牛の番号、治療時期、治療

薬の種類・量、その入手先等を事実の発生順に記

入する様式である。

これに対して図 1は十勝管内の雇用労働力を導

入した企業的大規模肉牛牧場で実際に利用されて

いる、肉牛治療廃記入票の一部を拡大したもので

ある。 1枚が 1日分になっており、薬品名を記号

で記入するようになっている。この記入票で特徴

的なことは、1)記入が牛舎、牧区に分かれて記

入しやすくなっていること、 2)投薬した薬品

名、肉牛登録番号の他に、その肉牛への投薬が何

回目であるかを記入するようになっていることが

あげられる。

牛舎
ポヲク 1 ポツク 2 ポー

投書圃 NO 投藁 国 NO 投薬 園

司

図1 肉牛牧場における肉牛治療歴管理表の例

効率的な肉牛肥育のためには治療費をできるだ

け抑えて 日あたり増体重を向上させることが第

一に重要である。治療が必要な肉牛は体内での代

謝効率も低下していることから一日あたり増体重

も低くなるが、場合によっては完全に治癒するこ

とを目指すよりは淘汰の判断をせざるを得ない場
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合もある。ここに示した記入票は投薬の度に、そ

の牛の過去の治療歴を参照することが可能である

から、治療を継続するか淘汰するかの判断が行い

やすい。

この事例では小売や消費者への対応を目的とし

て生産履歴記帳を開始したのではなく、自らの肉

牛飼養管理を高度化させることが第一の目的であ

る。その結果、飼養管理にかかわるデータが蓄積

され、生産履歴の開示が可能となっている。生産

履歴記帳を経営に内部化させる方策としては、普

段の飼養管理の手段として活用することによっ

て、必須のものとすることが有効であると考えら

れる。つまり記帳することが目的ではなく、手段

として位置づけられることが重要であろうロ

事例農場は年間出荷頭数が十勝管内でもトップ

レベノレにあり、多数の肉牛を効率的に管理するた

めには経営者、担当者の記憶に頼ることはでき

ず、何らかのデータベース化はさけられない。つ

まり大規模牧場であるが故に生産履歴の記帳に取

り組まざるを得ないという側面がある。逆にぞれ

を必要としない規模の農場であれば、生産履歴記

帳のモチベーションは低くならざるを得ないであ

ろう。

E 農場HACCPへの取り組みと従業員教育

1)事例経営の概要

平成B年の病原性大腸菌0-157による食品事故

を受けて、国は家畜生産などの生産段階における

lIACCP手法の導入の検討に入った。lIACCPでは生

産加工過程を外気から完全に遮断することが前提

となるが、多くの畜産業ではこれが困難なことか

ら、記帳を中心としたlIACCP手法の考え方を導入

する意味で fllACCP的J手法として扱われること

になる。

国は平成8年に畜産物生産衛生管理対策事業に

取り組み、これにより農場にlIACCP的手法を導入
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するためのガイドラインが策定された出}。これ

を受けて各都道府県が具体的な導入のための作業

を進めた。北海道では平成 12年の農場衛生管理

強化対策事業により具体的に農場に HACCP的手法

を導入するための手引き書を作成し、これを受け

て 14年には肉牛、養豚、酪農においてモデノレ農

場を選定し、手引書にそった HACCP的手法導入の

実証試験を行った。次にこの実証試験の対象とな

った農場の取り組みを検討する。

2) HACCP的手法導入の実際

ここで農場HACCPへの取り組みとして注目する

事例はその実証試験におけるモデノレとして選定

された農場である出}。農場の概要を示すならば、

近隣の酪農家セ生産されているホノレ雄に着目し、

これを肥育して販売する一貫経営として昭和 46

年に設立され、その後交雑種の肥育も開始した。

現在の飼養頭数規模は約 900頭である。有限会社

形態をとり、社長の他に4人の従業員を雇用して

おり、ホクレンを通して道内の大手量販唐や道外

の生協等に出荷している。

紙幅の関係から HACCP手法そのものについての

検討はしないが削)、川下に対する品質保証とい

う点からは、川上から仕入れた原料の非汚染性が

重要となり、肉牛肥育経営では製品である「肉

牛Jの原料としての「初生牛j が危害要因を含ま

ないことが前提となる。事例農場は初生牛の住入

れ先を衛生上問題ない飼養管理を実施している近

隣の酪農家に限定しているが、更に初生牛の引き

受け時に酪農家が衛生管理上問題のない飼養を実

施していたことを証明する書類への署名を求めて

し、る。

道の実証試験では、危害要因(臥)を食中毒菌

(サノレモネラ、腸管出血性大腸菌 0-157)、抗菌性

物質の残留、注射針残留、資料への肉骨粉の混入

とし、対応する重要管理点 CCCp)を食中毒菌に対

しては、飼養段階(毎日)と敷料および出荷時、

抗菌性物質の残留については薬剤等投与時と出荷

時および注射針については導入時と薬剤l等投与時

および出荷時、肉骨粉の混入については飼料導入

時と定めている。

事例農場では道が定めた重要管理点における危

害要因を記録するために様々な記入表を用意し

日々の作業において記帳を実行している。具体的

な作業はそれぞれの作業担当者が記入し、毎日の

分をまとめて社長が確認する。さらに数日分を家

畜保健衛生所、農協職員等が確認している。

3) HACCP的手法導入の目的と評価

事例農場では出荷する肥育牛に HACCP的手法に

基づいて生産したことを自己証明する f出荷証明

書Jの発行を目的としている。そのためには初生

牛導入時から HACCP的手法の下で飼養管理されて

いる必要があり、平成 14年 11月の取り組み時に

導入した初生牛が 2年を経てようやく実現しよ

うとしている。具体的にはホノレ雄が平成 16年 12

月、交雑種が 17年 1月の初出荷を予定である。

他方、この「出荷証明書」に対する市場側の評

価はやや冷ややかである。現在、米国産牛肉の輸

入が禁止されている圏内牛肉市場では、供給不足

の状態が続いており、「出荷証明書Jの有無に関

わらず圏内牛肉価格は高値で推移している。この

ため流通・小売りなど川中、川下の卸売業者・小

売業者から「出荷証明書」の意義の理解を得るの

は困難な状況にある。

しかし事例農場が HACCP的手法を導入しようと

したそもそもの契機は、「出荷証明書」添付によ

るプレミアム獲得ではなく、自らの農場における

飼養管理の再検討と従業員の教育である。事例農

場ではHACCP的手法導入以前に従業員教育のため

の効果的な手法を模索していた。そこに地元の農

協から道による手引き実証試験の話がもたらさ

れ、実証試験では肉牛飼養履歴を詳細に記帳する

ことが義務づけられているため、これを通して従

- 18ー
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業員がなすべき作業手順の徹底とその確認が可能

になると判断したのであった。

さらに事例農場において注目される点は、リス

ク管理手法として生産履歴の重要性を認識してい

J ることである。全頭検査によって BSEと確認され

た乳牛は 10頭を越えるが、もはやわが国におけ

る初の BSE発覚当時のような市場の反応は全くと

いってよいほどみられない。牛肉消費量も安定的

に推移するようになったとみてよいロさらにアメ

リカ産牛肉の輸入禁止も重なり牛肉市場は売り手

市場となり、先に紹介したように事例農場の「出

荷証明書」添付の取り組みは市場からその重要性

が認められていないのが現状である。

事例農場では今後も生産履歴の記帳を継続する

予定である。その理由は第ーに巨的が従業員教育

にあること、第二には今後の牛肉を始めとする食

品事故への対応がある。つまり、今後は BSEに限

定するならば牛肉市場が大きく混乱する可能性は

小さいと考えられるが、しかし他の何らかの食の

安全・安心を大きく揺るがす事件・事故によって

混乱が起きる可能性は否定し得ない。その時点で

「安全・安心Jを担保するための何らかの取り組

みを開始しても出荷までは、最低でも子牛の出生

後肥育が終了するまでおよそ 2年を要することに

なる。

lIACCP的手法は、今後も発生が否定できない新

たな f食の安全安心」を揺るがす事態への備えと

して、今から取り組んでおくことが重要であると

認識されているのである。ミれは BSEという危機

を通して学んだ、農場経営におけるリスクマネジ

メントの考え方と評価することができる。

経営の存続に関わるリスクへの備えとして生産

履歴の記帳がある。これは事故発生による経営へ

の影響が大きい経営ほど、lIACCP的手法や生産履

歴記帳に取り組むモチベーションが大きくなるで

あろうし、逆に事故発生があっても経営の土台を

揺るがすとは認識されない場合は、リスクマネジ
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メント的な対応はとられにくいといえる。

4)全頭検査と出街証明

加工食品における製品検査はコストの面などか

ら抜き取りによる場合がほとんどであるが、全製

品の安全性を保証し得るわけではない。そこで不

良品の発生率をより低下させるために考案された

手法がlIACCPである。他方、現在我が国では肉牛

における異常プリオン発見のための対策として全

頭検査が実施されている。これはBSEの危険性に

対していわば全製品の検査を実施していることと

同等であると考えられるロ BSEもしくはvC]D(変

異型クロイツフェノレト・ヤコプ病)発症の要因で

あると考えられている異常プリオンの発見という

点についてはおそらくもっとも精度の高い手法で

あると考えられるロわが国における初の BSE発覚

以降、牛肉消費が急激に落ち込んだのであるが、

それが持ち直した要因としてこの全頭検査実施を

あげることができる。これをふまえると、牛肉に

対してlIACCP的手法を援用して出荷証明書を添付

する取り組みは、「屋上屋」にも等しいといえる。

ここで紹介した事例農場の出荷証明書に対する流

通業者の冷ややかな対応の背景にはこのような事

情も存在しているものと考えられる。

一方、異常プ日オン発見のための全頭検査につ

いて、食品安全委員会は発症の可能性と異常プリ

オン発見の困難性から 20ヶ月齢以下の肉牛につ

いて全頭検査の対象から除外することを検討して

いることが報じられているロ技術的な問題と全頭

検査に関わる費用を考慮するならば、その見直し

も考慮せざるを得ないであろうが、消費者側の根

強い反対意見が存在することもまた事実である。

この 20ヶ月齢以下の肉牛に対する消費者の安心

を確保するために、 BSEに感染するおそれのある

飼料等を用いていないことを自ら証明する生産者

の出荷証明書を添付することが考えられよう。そ

の際、たとえば豪州における NVD(Nationalvender 
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dec1aration、全国出荷者証明)のような簡易な証

明書であれば生産履歴記帳と比較した生産者の負

担は大幅に減少するものと考えられる出}。

N 乳質乳価制度が乳質改善に果たす役割

1)乳質改善の意義

従来、生乳生産における衛生管理の指標として

体細胞数および細菌数が注目されていたが、現在

北海道では細胞数に代わって生菌数が重要視され

ている。その背景には、生乳の道外移出の増加が

ある。つまり、移送の広域化にともない移送中の

生菌増加を抑える必要があるのである。他方、体

細胞数については牛乳・乳製品を製造するうえで

製品時間や製品の風味に差が生じるといわれるこ

ともあるが十分検証されているわけではない。ま

た乳等省令でも基準が定められてはいない。

しかし体細胞は酪農家・生産者団体にとっては

経営改善のための重要な指標として認識されてい

るロ体細胞とは血液中の白血球や上皮細胞が乳汁

に混入したものであり、一般に乳牛の体内への細

菌の侵入によって生乳中の体細胞数が増加する。

疾病の発症は乳牛の生乳生産効率を低下させる。

また治療によって抗生物質を投与した場合は休薬

期間中の生乳は破棄しなければならない。体細胞

数の増減は乳牛の健康管理のための重要な指標な

のである。

『安全・安心」の担保という視点から体細胞を見

るならば、酪農家の衛生管理意識を示す指標とみ

なすことができるであろう。乳房炎を引き起こす

原因菌は実に多様であるが、特に環境性の乳房炎

は酪農家の畜舎内衛生管理の程度に大きく左右さ

れると考えてよい。これが生乳中の細菌の混入に

も影響すると考えられる。つまり体細胞数は「安

全・安心Jを担保する酪農家の衛生意識水準を示

す指標としてみることができると考えられる。
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2)酪農における合乳と汚染拡大の可能性

先に述べたように北海道は平成 12年に農場衛生

管理強化対策事業を実施し国のガイドラインに沿っ

た手引き書の実証を行った。対象とされた畜種は、

肉牛、乳牛、豚、採卵鶏であり、それぞれの畜種

のモデル農場において生産段階におけるlIACCPに

もとづく衛生管理手順の実証が試みられた。

肉牛と牛乳の製品製造工程は、衛生管理水準と

いう点から比較すると技術的に性格が異なる。肉

牛では、と畜後のプロセスは解体の過程であり、

挽肉など一部の肉製品をのぞくと他の個体由来の

原料が混入することは少ない。このため製品原料

としての肉牛個体の衛生管理水準は個々の農場の

衛生管理水準に等しい。

一方、牛乳に関してはこれと異なり、乳製品製

造工場までの過程は合乳が繰り返される。パノレク

タンクでは個々の乳牛が生産した生乳が合乳さ

れ、ローリーでは複数の酪農家で生産された生乳

が合乳される。また一般的に牛乳工場では複数の

ローロー乳が合乳される。牛乳乳製品の原料とし

ての生乳の乳質は各農場において生産される生乳

の乳質とは異なるのである。牛肉については技術

的には特定の精肉等の製品から肉牛個体にトレー

スパックすることが可能であるから、仮にあるバ

イヤーがlIACCP手法で飼養された肉牛の肉を仕入

れようとした場合は、個別農場レベノレで対応可能

である。しかし生乳の場合は他の農場の生乳との

合乳を前提とする限り、合乳する範囲すべての農

場でlIACCP的手法の導入が必要になる。lIACCP的

手法など、現時点では法令等で強制されない、も

しくは生産者段階において標準化していない生産

手法に基づく原料乳を仕入れる場合、合乳の範囲

内の生産者すべてがこれに合意するか、もしくは

原料の合乳が必要ない小規模乳業等に限られるこ

とになる。

lIACCP的手法の前提になるのは一般衛生管理で

ある。道の農場衛生管理強化対策事業の後、ホク

，--， 
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レンを中心とする農業関連団体は、乳牛について

は一般衛生管理水準を向上させる取組をすすめて

きている。一般衛生管理とは、食品の安全を確保

する上で必要とされる設備の衛生管理、従業員の

3 衛生教育等の衛生管理が対象となり、乳等省令で

もとめている衛生水準や現在農業団体が取り組ん

でいる乳質改善の取り組みにも沿うものである。

関連団体の取り組みは、合乳を前提とする酪農の

衛生管理として当然の対応といえる。現状の牛乳

フードシステムや酪農家が直面する経営改善のた

めの課題をふまえると、まずは一般衛生管理水準

の向上による乳質の改善、底上げが必要であると

いえる。

乳等省令では生乳の品質を示す指標として細菌

数について定めているが、現在道内のほとんどの

酪農家で生産される生乳はこの基準を迄かに下回

る高品質の生乳が生産されている。このような酪

農家における乳質改善の取り組みの背景として乳

質乳価制度の存在がある。そこで次に乳価格差の

面から見た乳質改善の取り組みについて検討す

る。

3)乳質乳価制度が乳質改善にあたえる影響

北海道酪農においては、ホクレンが指定生乳生

産者団体として乳業メーカーと乳価を交渉し一元

集荷多元販売の役割を担っている。乳代精算にお

いても各乳業メーカーから支払われた乳代を各農

協・各生産者に配分している。

ここで注目するのは、ホ""レンから各酪農家へ

の乳代精算方法である。具体的には各単協及び農

協連等の組織の代表者からなる生乳受託販売委員

会が取り決めることになっているが、平成6年か

ら乳質に応じて精算単価に格差をもうけた傾斜配

分方式を採用している。格差の基準となる価格設

定方針は数度の改正を経ており、現在の方針は平

成 11年に定められたものである出}。

具体的内容を以下に示す。

(1)北海道の酪農家が出荷する生乳の乳質は毎

年改善が進み、現状の乳質水準は乳等省令で規定

されている総菌数基準を十分クリアするものであ

るロしかし、乳業メーカーの牛乳工場等が相次い

でHACCP認定を受け、同時に製品加工も低温殺菌

によるものの割合が増加傾向にあり、より生菌数

の少ない原料乳が求められるようになってきた。

他方、体細胞については、体細胞数の高い生乳を

チーズに加工した場合に風味が落ちる、もしくは

製品歩留まりが低下するなどが指摘されることが

あるが、体細胞数との関係が明確になっているわ

けではない。また体細胞数が高い「潜在的乳房炎

といわれる乳j の扱いが定まっていないことも勘

案し、乳業にとって対価性の高い生菌数に評価の

重きをおくこととし、生菌数の評価と体細胞の評

価を別に評価することとした。

(2)従来の生産単価は月単位で定められてい

た。しかしたとえば単価決定時に何らかの理由で

乳質が悪化してしまった場合、それ以降に酪農家

の努力により乳質が改善してもその 1ヶ月間の精

算単価には影響しない。つまりいったん精算単価

が固定されると、乳代という点からは、その期間

に乳質を改善しようとするインセンティブが働き

にくい。このため乳質と生産単価が連動しやすい

ように、単価の固定期間を一ヶ月間から句に変更

した。

(3)酪農家の乳質改善の取り組みの結果、乳質

でみた乳量の分布に変化が生じ、現行の乳質評価

ランクでは、とくに下位ランクでは全体の乳量の

1%にも満たないランクが存在するようになっ

た。このためランクの見直し・集約化をおこな

い、従来は4ランクであったものを3ランクにし

たロ

(4)現行では最低評価と最高評価でキログラム

あたり 6円の格差があるが、たとえば体細胞数の

多い生乳では乳成分(無脂固形分)も低くなる傾

向のあることが知られている。そのため乳質乳価
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なされ、その都度、基準となる生菌数、体細胞数

が厳しくなってきた。その背景には全体的な乳質

の向上によって良質の生乳を出荷している生産者

に対するプレミアが徐々に「薄く」なるという、

乳質乳価制度の乳代配分機能に起因している。

つまりこの乳質乳価制度は乳業からホクレンに

支払われた乳代の配分の問題であり、乳代合計に

変化を与えるものではない。そのためプレミアム

合計=ベナノレティ合計であり、(プレミアム単価

×良質乳生産者数)= (ペナルティ単価×低質乳

生産者)であること、さらに(プレミアム単価ー

ペナルティ単価)は固定されていることをふまえ

ると、良質乳生産者が増加すると、プレミアム単

価は減少することになる。

個々の酪農家には良質乳を出荷することに対す

るインセンテイプが存在するが、プレミアムを得

ることができるランクの酪農家の増加に従い、自

動的にプレミアムは徐々に「薄いJものになって

しまう。平成6年以降における生乳受託販売委員

会の数次にわたる評価基準の見直しは、そd背景

に高品質の生乳を出荷しているにもかかわらず実

質的なプレミアムが「薄い」ことに対する生産者

の不満が存在していたのである。

以上の分析から乳質乳価制度が生乳の乳質改善

に果たす機能について考察する。乳質の高低に応

じたプレミアム及びペナノレティが設定されると、

酪農家にはプレミアムを得るというインセンティ

ブが生じ乳質改善に取り組むようになる。それは

具体的には搾乳作業における作業手順の厳密な道

守、搾乳に用いる危機の入念な洗浄、また乳牛に

ストレスを与えない飼養管理といったものであ

る。その結果、良質の生乳を出荷した酪農家はプ

レミアムを得るのであるが、その酪農家の割合が

増加するとプレミアムは徐々に「薄く」なる。こ

のため生乳受託販売委員会に対する酪農家からの

乳質評価基準見直し圧力が強まり、その結果、評

価基準が見直され、より厳しいものとなる。

が低い酪農家はその「ペナノレディ」とともに生乳

の成分においてもおよそ 20円低い単価になると

いわれている。酪農家の経営の再生産を考えると

乳質乳価に関してはこれ以上格差をもうけること

は望ましいことではないと判断された。

(5)酪農家における乳質改善の取り組みの結

果、現況の評価ランクでは最高ランクの 1に相

当する生乳が全体の 99%をしめるようになった。

このため実質的なプレミアムは継続して lの評価

を受けても年間 1円にも満たない状態である。乳

質改善のインセンティブをもうけるために、プレ

ミアムを得る乳質の基準を引き上げる必要性があ

った。新基準では、道外移出乳の受入生菌数が基

準となっている。つまり、北海道から移出される

生乳の受入工場のうち最も遠距離にあるのが山口

であるが、その工場における受入生菌数から、夏

期の生菌増殖をもとに移出元に必要とされる乳質

水準をさかのぼって算出したものであるロ他方、

体細胞数については、現行の評価基準でも乳房炎

対策に十分効果があり、乳牛資源確保という点か

ら据え置くこととされた。

以上の判断をふまえて新たにもうけられた乳質

評価基準が表3および表4である。生菌数では最

大で5円、体細胞では 1円の格差をもうけてお

り、両者の合計で最大6円の格差がもうけられて

いる。体細胞数よりも生菌数の評価に重点を置い

ていることがわかる。

平成日年から開始された乳質乳価による乳代精

算制度は、平成7年、 9年に評価基準の見直しが

乳質評価のための生菌数格付け

上以

円

千

3

0

一

1
 

2
 

15千.........209千

o円

表3

14千以下

十 2円

生菌数

単価

資叫)f北海道指定生乳生産者団体情報平成11年1月29s Jより.

乳質評価のための体細胞数格付け

体細胞数

単価

表4

ヤ

」

22 

310千以上

o円

309千以下

+1円

資料)査3に同じ。
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の見直しの結果、従来プレミアムを得ていた酪農

家はそれを失い、新たにプレミアムを得るために

より良質の生乳生産に取り組むことになるのであ

る。

以上に示したように、乳質乳価制度と乳質改善

は、(酪農家のプレミアムを得るための乳質改善)

→(プレミアムを得る酪農家の増加とプレミアム

の減少)→(評価基準見直し圧力の高まり)→

(より厳しい基準への改定)→(酪農家のプレミ

アムを得るための一層の乳質改善)といった循環

的な関係があり、その結果乳質が継続的に改善さ

れていくものと考えられるのである。つまり乳質

改善のためのインセンテイプが乳質乳価制度の中

に内在化しており、その意味で乳質改善の取り組

みが制度化しているということができる。

以上は制度面から酪農家の乳質改善行動を分析

したものであるが、次に具体的な乳質水準のデー

タから酪農家の取り組みを分析する。

v十勝地域における乳質改善の動向と

課題

1)体細胞数と乳量の推移

ここでは十勝地域を対象として、乳質改善にた

いする酪農家の経営行動を明らかにする。分析の

素材となるデータは十勝管内の 24乳検組合の集

計値である。データの制約から地域間格差の検討

にとどまらざるを得ないが、その中から乳質改善

にかかわる経営行動を抽出すすることを試みる。分

析期間は平成 9年 7月から 14年 12月までであ

る。この間における乳検組合の調査項目には変更

があったため、一部の分析についてはこれよりも

狭い範囲にならざるを得ない。乳質の指標として

は、経営改善に関わって乳検組合で最も注目され

ている体細胞に注目する。

図2は、分析期間中の平成9年、 12年、 14年

について、各年の 1月から 12月までの月ごとの
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図2 十勝における月別体細胞数と搾乳牛1頭あたり
乳量由推移
資料)十勝乳検組合資料より.

1頭あたり 1日あたり平均乳量と体細胞数の変化

を見たものであるロ各月の推移は年ごとに円を描

いている。図では時計四りになるが、 1月から 6

月頃にかけて体細胞は比較的低く押さえられなが

ら1日あたり秘乳量は徐々に増加してゆく o しか

し夏を過ぎる頃には乳量は低下し体細胞数が増加

し始める。その後、涼しくなるに従って体細胞数

は減少するが乳量も減少する。

以上のようなサイクノレを年々描くのである示、

そのサイクル自体は徐々にシフトしていることが

わかる。つまり平成9年から 12年にかけては体

細胞数および日乳量の両指標が増加傾向にあった

が、 12年から 14年にかけては体細胞水準が 12年

の水準に抑えながら乳量だけを増加させている。

体細胞数を一定に抑えることに成功した理由に

ついてはここでは明らかにすることはできない

が、乳牛淘汰の動向も無視し得ないであろう。つ

まり体細胞数が無視し得ない水準に上昇した場合

は乳房炎などの疾病の発生が想定されるのである

が、その場合は治療するかもしくは治癒の見込み

がなければ淘汰することになる。このため体細胞

については一定水準で頭打ちになったと考えられ

るのであるロ

2)体細胞・乳量の地域性

図3は、各乳検組合の乳量および体細胞数水

準を示したものである。乳量は年間の推計量であ



準の高い乳件組合ほど体細胞数が低いという

ことができる。一般的に、泌乳量の増加は乳

頭および牛個体への負担が増加するために体

細胞数が増加すると言われている。

れは特定の乳牛について、その産乳能力を超

えた水準での搾乳状態をさすものであろう。

各乳険組合の平均値の比較では、乳量と体

細胞数は必ずしもトレードオフの関係にはな

し治、しそ• 年
間
泌
乳
量

3・一一一一一一・一一一一

いことがわかる。

図3に示された泌乳量と体細胞数の関係

を理解するためには、図4が有効であるう。

この図は乳検組合ごとに体細胞数と平均産

次数の関係を見たものである。この図からわかる

ように両者は右上がりの分布を示し、体細胞数の

少ない組合ほど平均産次数は低いことがわかる。

一般に乳牛は産次数を増すごとに体細胞数が増

加する傾向にある。そのため、平均産次数の高い

牛群は、低い牛群に比較して体細胞数が高くな

る。図から、体細胞数の低い乳検組合は、平均産

次数が低い。つまり、体細胞数が低い乳検組合ほ

ど乳牛更新のサイクノレが短く、そのため結果とし

て体細胞数が低くなる傾向にあると考えられるの

• 190 210 230 250 270 

体醐胆数(X1.CXX)/mU 

乳検組合ごとにみた年間秘乳量と体細胞数
量軒)十勝手L検組合資料より
注)平成9年 7月から 14年 12月までの月止データの平均

330 '" 四1易O

図3

る。年間秘乳量について、上位乳検組合は 9千

kgを超える水準にあるが、下位では8千 kgを下

回るなど、およそ 1.500kgの隔たりが存在する。

また体細胞数では約 18万から 30万超とかなりの

開きがある。体細胞数については乳房炎を発症し

ている乳牛のサンプノレも含めた平均値であるから

実際に出荷している生乳の体細胞数とは異なる。

それでもほぼ全てが公正取引委員会の定める「特

選Jr厳選」表示可能な体細胞数の水準にあるの

であり、北海道酪農の衛生管理水準の高さが表れ

である。

たとえば牛群が、 1産から 5産までの牛が同割

合で構成されていれば、その牛群の平均産次数は

3.0産ということになる。平均産次数がこれ

を下回るのであれば、このような構成より

も低産次数の経産牛の割合が高いことを意

ているといえる。

図によると両者は左上がりの棺関にあることが

以上、二つの図から、乳検組合ごとに見

た場合は高泌乳と低体細胞数が両立してい

ること、その背景として体細胞数が低い乳

検組合では乳牛の更新サイクノレが比較的短

いため、牛群が産次数の低い経産牛で構成

されており、これにより体細胞が低く抑え

られていると考えられるのである。

さて、ならば高泌乳・低体細胞数の傾向

味している。

この図から平均的なレベルでは、乳量水

員畠山
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表5 乳量上位組合と下位組合の低能力牛淘汰の状況 場合は考えられない。第5

表からは除籍・淘汰理由に

ついて、平均乳量の高い乳

検組合ほど、ポジティプな

淘汰の割合が高いというこ

とを示している。

除籍頭数/経産牛
低能力牛/除籍牛
低能力牛/経産牛

I産/低能力除籍牛
2産/低能力除籍牛

3膏以上/低能力除籍牛
責料)十勝乳険組合資料より

量竺会堂
25.65 35.37 
8.31 8.42 

23.17 105.56 

59.15 57.36 

ヱ隼lJl盤全一一平均値の
平拍 持散有意差

25.00 7.48 
4.43 4.28 
1.12 0.30 

21.13 55.54 
17.53 53.59 
61.39 89.15 

** 
キキ

注1)平成8年l月から10年5月までのデータの平均を各組合のデータとした。
注2)柿は、t検定で'1%0::有意水準で有意であることを示す。

つまり、高平均乳量の組

合では高泌乳化を目指すた

にある乳検組合では、なにゆえ経産牛の更新サイ

クノレが短いのかが問題になろう。これを考える手

がかりとして表5をあげることができる。これは

十勝管内 24乳検組合を、平均乳量に注目して上

位と下位で 12組合ずつのグループに分け、それ

ぞれのグループにおける乳検登録牛の除籍理由割

合の平均値を求めたものである。除籍理由の項目

は平成 10年 6月以降はそれ以前に比較して簡略

化されたため、表では平成 10年 5月までのデー

タを用いて比較したロ

これによると、両グループで経産牛に占める除

籍頭数割合に有意差はないので、更新される経産

牛の割合に差はないといえるロしかし除籍牛頭数

に占める、除籍理由が「低能力だからJとしたも

のの割合、また、経産牛頭数に占める除籍理由が

f低能力だからJとしたものの割合を見ると、上

位 12組合のほうがいずれも高く、平均値の差に

も有意差が認められた。

経産牛淘汰の理由は大きく二つに分類される。

第ーは、けがや疾病などの程度が治療を施しでも

回復不可能なほどのものであり、そのため淘汰せ

ざるを得ないという「ネガティプな淘汰」 であ

る。第二は、牛群全体の高泌乳化を図るため低能

力牛を淘汰するといった、「ポジティブな淘汰」

である。「低能力牛であるから淘汰するJという

場合、実際に全体と比較して産乳能力の低い乳牛

の割合が高いことも考えられるが、平均乳量の高

い組合で割合が高いのであるから、 このような

25 

めに低能力と判断される芋L

牛を積極的に淘汰する傾向にある。そのため平均

産次数が低くなり結果として体細胞数が低く抑え

られていると考えられるのである。

VI 「安全・安心」担保対策の課題

以上、主として北海道の畜産・酪農を中心とし

て、その f安全・安心J担保対策の現状と課題に

ついて分析してきた。本節ではそれらを総括しま

とめに換えたい。

食品製造過程において近年注目されるように'な

ってきた臥CCP手法であるが、外気と遮断可能な

食品加工施設などにおける衛生管理への適用を前

提としているため、多くは農場という開放系での

生産を前提としている農畜産物への適用は容易で

はない。しかしトレーサピリティの考え方の普及

に伴い生産履歴の記帳の重要性が認識され、徐々

にではあるが HACCP的手法に取り組む農場が散見

されるようになってきた。

経済的なインセンティブを伴わず、また法制度

等による強制力もない中で、生産者が生産履歴の

記帳に取り組むのは容易なことではない。本稿で

取り上げた肉牛経営の 2事例のうち、一方は従業

員の衛生管理教育とその作業内容の確認を主たる

その目的としており、他方は疾病治療の履歴管理

を中心とした肉牛飼養管理の高度化・効率化が目

的であった。いずれの事例も畜産物の「安全・安

心Jを担保することを意識しているのであるが、
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しかしこれに加えて家畜飼養管理の高度化のため

の手段として生産履歴の記帳に取り組み、その結

果、生産履歴が保持されているのである。

また、乳検データを用いた分析からは、高泌乳

を目指す乳検組合では、乳牛の秘乳能力に対する

基準が高し可頃向にあり、そのため低能力牛である

として乳牛を淘汰する傾向が高かった。このため

高泌乳の乳検組合ほど平均産次数が低いという傾

向にあった。これが結果として低体細胞数に結び

ついていたと考えられるのである。

これらの事例は、「安全・安心」担保対策に安

定的に取り組むためには、それが家畜飼養管理の

高度化や経営成果の向上など、何らかの経営改善

に結ひ・っく場合に比較的安定的に取り組まれると

いうことを意味している。

これに対して乳質乳価制度は興味深い制度であ

る。乳質に応じて生産される乳価が異なるため、

高い乳価を実現するために高品質の生乳を生産し

ようとする。しかし全体の乳質が高まるとプレミ

アムが薄くなってしまうため、乳質基準の見直し

圧力が強まり、基準が厳しくなる。このようなサ

イクノレが繰り返されることによって生乳生産全体

の底上げが図られてきた。

この事例は「安全・安心」担保対策の導入のた

めに、的確な制度を設計することが重要であるこ

とを示唆している。ここでいう「制度」とはイン

センティブの体系をさす。「安全・安心」な農畜

産物生産を定着させるために、農業者がそれに自

発的に取り組むための適切な制度が必要であると

いえる。

注1)これは同時期に明らかになった、無登録農薬使

用問題が影響している。つまり平成 14年末に発

覚した無登録農薬使用問題について、各単協は

管内各農家の農薬使用状況を早急に把握する必

要が生じた。そこで生産履歴記帳運動の推進を

図りながら飼養農薬の実態把握に努めたのであ
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る。つまりこの表における農産物と畜産物の記

帳水準については、畜産が低いというより農産

物が高いと見るべきである。

注2)これを受けて HACCP的手法を導入した事例と L

ては党 [4]が参考になる。

注3)細野ら [2]において紹介されている A農場と同

ーである。

注4)厚生省生活衛生局 [3]などを参照されたい。

注5)ただしコスト負担の問題については議論が必要

であろう。異常プリオン発見のための全頭検査

に関わる直接的費用(検査キット代など)は現

在国が負担している。道は全頭検査見直し後も

20ヶ月齢以下の牛の検査を実施すること明言し

ているが、将来的には不明である。生産者の自

主的な出荷証明書を発行するためのコストを生

産者が負担することになる可能性がある。

注6)北海道指定生乳生産者団体情報[1]参照。
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Thep田poseof this paper is to argue the current approaches and its issues of confuming the food 
safeザ姐dits assurance on the agricultural producing町田 andfarrn level. 

It is hard to introduce the production record自orfarmers without any incentives or en自orcementby 
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